
平
成
二
十
六
年
内
閣
官
房
・
総
務
省
令
第
一
号

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務

員
の
消
防
団
員
と
の
兼
職
等
に
関
す
る
規
則

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第

一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
及
び
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務
員
の
消
防
団
員
と
の
兼
職
等
に
係
る
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
政
令
（
平
成

二
十
六
年
政
令
第
二
百
六
号
）
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関

す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務
員
の
消
防
団
員
と
の
兼
職
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
兼
職
の
請
求
）

第
一
条
　
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
よ
る
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
求
め
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
兼
職
請
求
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
兼
職
台
帳
の
整
備
）

第
二
条
　
所
轄
庁
の
長
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行

政
執
行
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
行
政
執
行
法
人
の
長
）
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員

の
兼
職
に
関
す
る
台
帳
を
備
え
、
こ
れ
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
兼
職
を
認
め
た
年
月
日

二
　
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
氏
名
及
び
そ
の
占
め
る
官
職
並
び
に
そ
の
適
用
を
受
け
る
俸
給
表
の
種
類
及
び
そ

の
属
す
る
職
務
の
級

三
　
兼
職
先
及
び
そ
の
階
級
名

四
　
兼
職
予
定
期
間

（
職
務
専
念
義
務
免
除
の
承
認
の
請
求
）

第
三
条
　
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公

務
員
の
消
防
団
員
と
の
兼
職
等
に
係
る
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
政
令
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
の
請
求

は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
職
務
専
念
義
務
免
除
承
認
請
求
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
内
閣
官
房
・
総
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
内
閣
官
房
・
総
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る

部
分
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
内
閣
官
房
・
総
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号

  別 記 様 式 第 一 号  
 

兼   職   請   求   書  

 

（ 注 意 ）  □ の つ い た 項 目 は 該 当 す る □ の 中 に レ 印 を 入 れ 、 ま た 数 字 は 算 用 数 字 を  

     使 っ て く だ さ い 。  

 

（ 所 轄 庁 の 長）              殿         令 和      年     月     日  

                     （ 請 求 者 ）                  

 消 防 団 を 中 核 と し た 地 域 防 災 力 の 充 実 強 化 に 関 す る 法 律 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 所 轄 庁 の 長 の 認 め を 求 め ま す 。  

 １ 請 求 者 に つ い て  

  氏 名  （ ふ り が な ）  

 

 

 

 

 

生 年 月 日  

昭  

 平  

令  
 

 

現 住 所  

 

 ２ 官 職 に つ い て  

  所 属 局 課 名    職 務 内 容 と 責 任 の 程 度  

   所 在 地   

  官 (役 )職 名  

  俸  給  

          俸 給 表 ( )   級    号 俸  

  勤 務 時 間     時    分 か ら    時    分 ま で  

  平 均 し て 、 １ 月   日 、 １ 日   時 間   分  

    週 の べ   時 間   分  

 ３ 兼 職 先 に つ い て  

消 防 団 名  階 級 名  

 

  兼 職 予 定 期 間  □ 新 規  □ 継 続  

  令 和     年    月      日 か ら  

  令 和     年    月      日 ま で   

  上 記 の 兼 職 を 認 め る 。  

                                       令 和     年     月     日  

 

 

 

（ 所 轄 庁 の 長）                

備 考  用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。  

別
記
様
式
第
二
号

 
 

  別 記 様 式 第 二 号  

 

  備 考  用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。  

   

 

職務専念 義務免除 承認請求 書  

 

 

（ 所 轄 庁 の 長）          殿     令 和     年    月   日  

 

   （ 請 求 者 ） 所 属 ：           氏 名 ：           

 

消 防 団 を 中 核 と し た 地 域 防 災 力 の 充 実 強 化 に 関 す る 法 律 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 国 家 公 務 員 の 消 防 団 員 と の 兼 職 等 に 係 る 職 務 専 念 義 務 の 免 除 に 関 す る 政 令

第 １ 項 の 規 定 に よ り 所 轄 庁 の 長 の 承 認 を 求 め ま す 。  

 

 

予 定 期 間  

 

        年     月     日     時    分 か ら  

 

        年     月     日     時    分 ま で  

 

上 記 の 職 務 専 念 義 務 の 免 除 を 承 認 す る 。  

令 和   年   月   日  

 

 

（ 所 轄 庁 の 長）                

1


